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狭山市建設工事請負等一般競争入札（事後審査型）執行要綱 

 

  （趣旨） 

第１条  この要綱は、埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）によ

 り、市が発注する建設工事請負契約等に係る一般競争入札において、入札参加資格の審査を入札

 執行後に行う方式（電子入札システムにおける呼称はダイレクト入札。以下「事後審査型入札」

 という。）を執行するに当たり、必要な事項を定めるものとする。 

  （対象） 

第２条  事後審査型入札の対象は、建設工事に係る設計、調査及び測量業務の委託並びに建設工

 事の請負（以下「建設工事等」という。）とし、狭山市入札参加資格等検討委員会規程（昭和 

 ５５年訓令第１号）に基づき設置された狭山市入札参加資格等検討委員会（以下「委員会」とい

 う。）に諮り、市長が指定したものとする。 

（参加資格） 

第３条  入札に参加する者に必要な資格（以下「参加資格」という。）は、次の各号に定めるとお

りとする。 

  ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の４の規定

に該当しない者であること。 

  ⑵ 狭山市契約規則（昭和５８年規則第３５号。以下「契約規則」という。）第２条の規定によ

り市の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。 

 ⑶ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている

者については、更生手続又は再生手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を

受けた後、市長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けていること。 

 ⑷ 狭山市建設工事請負等競争入札参加資格者名簿に、対象工事等に対応する業種で登載されて

いる者であること。 

 ⑸ 開札日から１年７月前の日以降の日を審査基準日とする経営事項審査（建設業法（昭和２４

年法律第１００号）第２７条の２３第１項の規定による経営に関する客観的事項についての審

査をいう。）を受けていること。 

 ⑹ 公告日から落札決定までの期間に、狭山市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要

綱（以下「入札参加停止要綱」という。）又は狭山市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく

入札参加停止又は入札参加除外の措置を受けていない者であること 

 ⑺ 直近の２か年度において、狭山市発注工事のうち対象業種に係る工事成績点数の各年度の平

均が極めて低いものでないこと。 

 ⑻ 電子署名及び認証業務に関する法律規則（平成１３年総務省・法務省・経済産業省令第２号）

第１３条第１項第１号に掲げる電子証明書を取得し、電子入札システムを利用するための利用

者登録が完了している者であること。 

 ⑼ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保険法（昭和２９年法

律第１１５号）に基づく厚生年金保険、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）に基づく雇

用保険に、事業主として加入していること。ただし、上記保険の全部又は一部について法令で

適用が除外されている者は、この限りではない。 

 ⑽ 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連が

ある者でないこと。 

２ 前項に定めるもののほか必要があるときは、次の各号に定める事項について、参加資格の要件

として定めることができるものとする。 

⑴ 対象工事に対応する業種の発注標準額の業者区分 

 ⑵ 対象工事に対応する業種の経営事項審査の総合評定値の区分 

 ⑶ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づく許可区分及び許可を受けた営業所所在地 

 ⑷ 一定基準を満たす同種・類似工事の施工実績 
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 ⑸ 当該工事に配置予定の技術者 

 ⑹ その他必要と認める事項 

  （公告内容等の決定） 

第４条  前条に定める参加資格のほか令第１６７条の６に定める公告の内容等は、委員会に諮り市

長が決定するものとする。 

  （入札の公告） 

第５条  公告は、狭山市建設工事請負等一般競争入札（事後審査型）公告（様式第１号）を電子入

札システム及び狭山市公式ホームページに掲載して行うものとする。 

  （設計図書等） 

第６条  設計図面、仕様書、特記仕様書、その他入札金額の見積に必要な図書（以下「設計図書等」

という。）は、原則として狭山市公式ホームページに掲載する。ただし、狭山市公式ホームペー

ジへの掲載が困難な場合は、他の方法により配布するものとし、その方法は入札公告等において

指定するものとする。 

２  入札参加希望者からの質問は原則として電子入札システムにより受け付け、その回答は狭山市

公式ホームページに掲載する。 

 （現場説明） 

第７条 現場説明会は、原則として開催しないものとする。 

 （入札参加） 

第８条 入札参加希望者は、電子入札システムにおいて当該入札案件に対し、「競争参加資格確認

申請書」に「ダイレクト入札参加申請書.docx」ファイルを添付して提出することにより、入札

参加の意思を表示するものとする。 

２ 前項の競争参加資格確認申請書を提出し、電子入札システムにおいて自動発行される競争参加

資格確認申請書受付票を確認した者は、入札に参加することができる。 

（入札保証金） 

第９条  入札保証金の納付及び減免については、契約規則第５条及び第８条の規定によるものとす

る。 

２ 入札保証金は、入札後、別に定める入札・契約保証金払戻請求書に基づき、これを還付するも

のとする。ただし、落札者の入札保証金は、その者について納付すべき契約保証金があるときは、

これに充当するものとする。 

３ 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金（その納付に代えて提供された担

保を含む。）は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第４項の規定により還付し

ないものとする。 

  （入札金額見積内訳書） 

第１０条  入札参加者から、初度入札時に入札金額見積内訳書の提出を求めることができるものと

する。 

 （入札の執行） 

第１１条  入札公告等で指示がある場合を除き、入札に参加する者の数が１者であっても入札を執

行する。 

２  再度入札は１回までとする。 

 （不落時の取扱い） 

第１２条 再度入札によってもなお落札者がないときは、再度入札に参加した者の中から契約の相

手方を選定し、電子入札システムの随意契約の方法により契約を締結することができるものとす

る。 

２ 再度入札において無効の入札を行った者は、前項に規定する随意契約の相手方とすることがで

きない。 

 （入札の辞退） 

第１３条 入札の辞退は、狭山市公共工事等電子入札運用基準によるものとする。 

 （入札の取りやめ等） 
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第１４条 市は、狭山市建設工事請負等競争入札参加者心得第２条又は第３条に抵触する疑いがあ

るなど、入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札の執行を延期し、又は落

札者の決定を保留し、入札を取りやめることができる。 

２ 天災、地変その他やむを得ない事由により入札の執行が困難なときは、その執行を延期し、又

は取りやめることができる。 

 （入札の無効） 

第１５条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 ⑴ 競争参加資格確認申請書を提出しない者が行った入札 

 ⑵ 所定の入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達し 

    ない者が行った入札 

 ⑶ 電報、電話及びファクシミリによる入札 

 ⑷ 明らかに連合によると認められる入札 

 ⑸ 虚偽の競争参加資格確認申請書を提出した者が行った入札 

 ⑹ その他公告に示す事項に反した者が行った入札 

 （落札決定の保留） 

第１６条 市長は、落札候補者があるときは、落札候補者の入札参加資格を審査するため、落札決

定を保留する。 

 （参加資格の審査に必要な書類の提出） 

第１７条 市長は、入札書比較価格の制限の範囲内で、最低制限価格の１００／１１０以上の価格

をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札を行った者を落札候補者（以下「第一順位

の落札候補者」という。）とし、速やかに連絡を行い、次項に定める書類の提出を求めるものと

する。 

２  第一順位の落札候補者は、参加資格の有無及び契約保証金の取扱いを確認するため、一般競争

入札参加資格等確認申請書（単体企業及び経常建設工事共同企業体（以下「単体等」という。）

にあっては様式第２号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第３号。以下「確認申請書」と

いう。）に、一般競争入札参加資格等確認資料（単体等にあっては様式第４号。特定建設工事共

同企業体にあっては様式第５号。以下「確認資料」という。）及び特定建設工事共同企業体にあ

っては特定建設工事共同企業体協定書（狭山市建設工事共同企業体取扱要綱）を添えて、市長に

提出しなければならない。あわせて、その他必要な資料（「資本関係・人的関係調書」（様式第

１０号）、「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入確認の提出書類」に基づく様式第１１

号又は様式第１２号を含む）を提出するものとする。 

３  前項の書類は、第１項の提出を指示した日の翌日から起算して原則として２日（土曜日、日曜

日、休日及び年末年始（以下「休日」という。）を除く。）以内に電子メール、ファイル転送サ

ービス、郵便、信書便又は持参により提出しなければならないものとする。 

４ 第一順位の落札候補者が前項の規定による提出期限内に確認資料を提出しないとき又は参加

資格の審査のために市長が行う指示に従わないときは、当該落札候補者の行った入札は無効とす

る。 

５ 前項に規定する場合において、当該落札候補者の行為が悪質であると市長が認めるときは、入

札参加停止要綱に係る報告手続などの措置を講ずるものとする。 

  （参加資格の審査） 

第１８条  市長は、参加資格要件に基づき、第一順位の落札候補者が当該要件を満たしているか否

かの審査を行い、審査の結果、当該落札候補者が参加資格を満たしていない場合にはその者を失

格とし、次に低い価格を提示した落札候補者（以下「次順位の落札候補者」という。）について

審査を行う。この場合において、前条及び本項中「第一順位の落札候補者」とあるのは「次順位

の落札候補者」と読み替えるものとする。入札価格の低い順に落札候補者について順次審査を行

い、参加資格を満たす者が確認できるまで審査を行うものとする。 

２ 同額の入札を行った落札候補者がいる場合には、くじにより審査の順序を決定する。 

３ 第１項の審査は、入札書、入札金額見積内訳書、確認資料等により行うものとする。 
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４ 参加資格の審査は前条第３項に規定する確認資料の提出期限の翌日から起算して原則として

３日（休日を除く。）以内に行わなければならない。ただし、参加資格の審査に疑義が生じた場

合はこの限りでない。 

５ 参加資格の審査は、入札参加資格審査結果調書（様式第６号）により取りまとめ、確認資料等

とともに保存するものとする。 

 （落札者の決定又は参加資格不適格の決定） 

第１９条  市長は、前条の審査の結果、参加資格を満たすことが確認された落札候補者を落札者と

して決定し、電子入札システムにより通知するものとする。 

２ 市長は、落札候補者が参加資格を満たしていないことを確認した場合は、当該落札候補者に対

して入札参加資格不適格通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

３ 落札決定までに、落札候補者が入札公告に示すいずれかの参加資格要件を満たさなくなったと

きは、当該落札候補者は入札参加資格を満たさないものとする。 

４ 第１２条により随意契約の方法によって契約を締結する場合は、「落札候補者」は「契約の相

手方の候補者」、「入札」は「見積書の徴収」、「落札決定」は「契約の相手方の決定」、「落

札者」は「契約の相手方」と読み替えるものとする。 

 （参加資格を満たさないと認めた者に対する理由の説明） 

第２０条 入札参加資格不適格通知書を受理した者が、参加資格を満たさないとされたことに不服

があるときは、前条第２項の通知の日の翌日から起算して原則として５日（休日を除く。）以内

に、市長に対して参加資格を満たさないとされた理由について説明を求めることができる。 

２ 参加資格を満たさないとされた者が前項の説明を求めるときは、苦情申出書（様式第８号）を

持参し、又は郵送することにより行うものとする。 

３ 市長は、第１項の説明を求められたときは、苦情申出書を受理した日の翌日から起算して原則

として５日（休日を除く。）以内に、回答書（様式第９号）により回答するものとする。 

４ 当該苦情の申出は、第１８条第１項の事務の執行を妨げないものとする。 

 （契約保証金） 

第２１条 契約保証金の納付等については、契約規則第２８条から第３０条まで及び狭山市建設工

事請負契約約款（平成９年告示第31号）第４条によるものとする。 

２ 契約保証金は、契約上の義務の履行後、別に定める入札・契約保証金払戻請求書により、これ

を還付するものとする。 

３  契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その者に係る契約保証金（その納付に代え

て提供された担保を含む。）は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第２項

の規定により還付しないものとする。 

  （その他） 

第２２条 この要綱に特別の定めがない事項は、狭山市公共工事等電子入札運用基準並びに一般競

争入札及び指名競争入札に関する諸規程等の例によるものとする。 

 

  附 則 

  この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２７年３月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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様式第１号 

狭山市建設工事請負等一般競争入札（事後審査型）公告 

 

           工事（業務）について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法

施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の６の規定に基づき公告する。な

お、本公告に記載のない事項については狭山市建設工事請負等一般競争入札（事後審査型）執行要綱

の規定によるものとする。 

 

    年  月  日 

 

狭山市長 

 

記 

 

１ 入札対象工事（業務）  

（１）工事（業務）名  

（２）工事（業務）場所  

（３）工事（業務）期間  

（４）工事（業務）概要  

（５）その他  

２ 落札者の決定方法  

３ 入札手続きの方法  

４ 設計図書等  

５ 競争参加資格確認申請書の提出  

６ 設計図書等に関する質問  

７ 質問に対する回答  

８ 入札書提出期間  

９ 開札日時  

10 入札に参加できる者の形態  

11 入札に参加する者に必要な資格  

（１）建設業の許可  

（２）資格者名簿への登載  

（３）所在地  

（４）経営事項審査の総合評定値  

（５）施工（業務）実績  

（６）配置予定の技術者  

（７）その他の参加資格  

12 最低制限価格  

13 入札保証金  

14 契約保証金  

15 支払条件  

（１）前金払  

（２）中間前金払  

（３）部分払  

16 現場説明会  

17 契約の時期  

18 入札に関する注意事項  
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（１）入札の執行  

（２）入札書に記載する金額  

（３）提出書類  

（４）入札回数  

（５）入札の辞退  

（６）独占禁止法など関係法令の遵守  

（７）電子くじ  

（８）入札の無効  

19 その他  

20 この公告に関する問い合わせ先  
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様式第２号（単体企業・経常建設工事共同企業体） 

 

                           一般競争入札参加資格等確認申請書 

 

                                                                      年    月    日 

 

  （あて先）狭山市長 

 

 

                                    住        所 

                                    商号又は名称 

                                    代 表 者                               

 

 

  下記建設工事等の入札公告に示された、一般競争入札参加資格等確認資料等を添えて入札参加資

格の確認を申請します。 

  なお、地方自治法施行令第１６７条の４に該当しない者であること及び記載事項が事実と相違な

いことを誓約します。 

 

                                          記 

 

１  公告年月日          年  月  日 

 

２  工事（業務）名 

 

３  工事（業務）場所 

 

４  連絡先 

（１）担当者所属・氏名 

 

（２）電話番号 
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様式第３号（特定建設工事共同企業体） 

 

                           一般競争入札参加資格等確認申請書 

 

                                                                      年    月    日 

 

  （あて先）狭山市長 

 

 

                      特定建設工事共同企業体の名称                                   

 

                        代表構成員  住        所 

                                    商号又は名称 

                                    代 表 者                                 

 

                        構  成  員  住        所 

                                    商号又は名称 

                                    代 表 者                                 

 

                        構  成  員  住        所 

                                    商号又は名称 

                                    代 表 者                                 

 

 

  下記工事の共同請負のため、特定建設工事共同企業体を結成したので、入札公告に示された一般

競争入札参加資格等確認資料及び特定建設工事共同企業体協定書を添えて入札参加資格の確認を

申請します。 

  なお、各構成員とも地方自治法施行令第１６７条の４に該当しない者であること及び記載事項が

事実と相違ないことを誓約します。 

 

                                             記 

 

１  公告年月日 

            年    月    日 

２  工事名 

 

３  工事場所 

 

４  連絡先 

（１）商号又は名称 

 

（２）担当者所属・氏名 

 

（３）電話番号 
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様式第４号(単体企業・経常建設工事共同企業体) （この様式は例示であるので、参加資格に応じ 

                                               て、適宜、内容を変更して差し支えない。） 

 

                            一般競争入札参加資格等確認資料 

 

 

                                        商号又は名称                                 

 

 

１  対象工事に対応する業種に係る発注標準額の業者区分（格付け） 

                                                                                       

   

 

２  対象工事（業務）に対応する業種に係る最新の許可（登録）年月日 

                                                                                       

 

           年    月    日（ 許可 ／ 登録 ） 

 

 

３  建設業法に基づく許可を受けた主たる営業所所在地 

 

  

 

４ 入札公告に記載された施工（履行）実績 

 

 工 

事 

・ 

業

務 

名 

称 

等 

工事（業務）名   

発注機関名   

施工（履行）場所   

契 約 金 額   

期 間       年  月～   年  月        年  月～   年  月 

受注形態等 単体/共同企業体（出資比率 ％） 単体/共同企業体（出資比率 ％） 

工 

事 

・ 

業

務 

概

要 
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５  当該工事（業務）に配置予定の技術者 

 

 技 術 者 区 分    

従事予定者名   

所 属 会 社 名   

生年月日(年齢)   

最 終 学 歴   

法令による免許 

（取得年月日） 

（登録番号等） 

  

現 

在 

の 

受 

持 

工事（業務）名   

施工（履行）場所   

期 間   年   月～     年    月    年   月～     年    月 

従 事 役 職   

工 

 

事 

 

・ 

 

業 

 

務 

 

実 

 

績 

工事（業務）名   

発注機関名   

施工（履行）場所   

契 約 金 額   

期 間  年   月～     年    月  年   月～     年    月 

従 事 役 職   

工事（業務）名   

発注機関名   

施工（履行）場所   

契 約 金 額   

期 間  年   月～     年    月  年   月～     年    月 

従 事 役 職   

工事（業務）名   

発注機関名   

施工（履行）場所   

契 約 金 額   

期 間  年   月～     年    月  年   月～     年    月 

従 事 役 職   

   

(注) 配置予定の技術者の工事・業務実績については、公告に定めのある場合及び法令に 

よる資格において実務経験が必要な場合に記載すること。 
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様式第５号（特定建設工事共同企業体）        （この様式は例示であるので、参加資格に応じ 

                                              て、適宜、内容を変更して差し支えない。） 

 

                            一般競争入札参加資格等確認資料 

 

 

                              特定建設工事共同企業体の名称                           

 

 

１  対象工事に対応する業種に係る発注標準額の業者区分（格付け） 

                                                                                       

  商 号 又 は 名 称     格 付 け  

 代表構成員 

  

 構 成 員 

  

 構 成 員 

  

 

２  対象工事に対応する業種に係る最新の許可（登録）年月日 

 

       商 号 又 は 名 称     許 可 （ 登 録 ） 年 月 日  

 代表構成員 

 

     年    月    日（ 許可 ／ 登録 ） 

 構 成 員 

 

    年    月    日（ 許可 ／ 登録 ） 

 構 成 員 

 

     年    月    日（ 許可 ／ 登録 ） 

 

３  建設業法に基づく許可を受けた営業所所在地 

 

       商 号 又 は 名 称      所 在 地  

 代表構成員 

  

 構 成 員 

  

 構 成 員 
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４  入札公告に記載された施工実績 

 

  代表構成員の商号又は名称   

工 

事 

名 

称 

等 

工 事 名 称   

発注機関名   

施 工 場 所   

契 約 金 額   

工 期         年  月～   年  月         年  月～   年  月 

受注形態等 単体/共同企業体(出資比率 ％) 単体/共同企業体(出資比率 ％) 

工 

事 

概 

要 

   

   

   

   

   

   

   

 

  構成員の商号又は名称   

工 

事 

名 

称 

等 

工 事 名 称   

発注機関名   

施 工 場 所   

契 約 金 額   

工 期         年  月～   年  月         年  月～   年  月 

受注形態等 単体/共同企業体(出資比率 ％) 単体/共同企業体(出資比率 ％) 

工 

事 

概 

要 

   

   

   

   

   

   

   

 

  構成員の商号又は名称   

工 

事 

名 

称 

等 

工 事 名 称   

発注機関名   

施 工 場 所   

契 約 金 額   

工 期         年  月～   年  月         年  月～   年  月 

受注形態等 単体/共同企業体(出資比率 ％) 単体/共同企業体(出資比率 ％) 

工 

事 

概 

要 
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５  当該工事に配置予定の技術者 

 

 技 術 者 区 分    

従事予定者名   

所 属 会 社 名   

生年月日(年齢)   

最 終 学 歴   

法令による免許 

（取得年月日） 

（登録番号等） 

  

現 

在 

の 

受 

持 

工 事 名   

施 工 場 所   

工      期      年    月～     年    月       年    月～     年    月 

従 事 役 職   

 

 

 

 工 

 

 

 事 

 

 

 実 

 

 

 績 

工 事 名   

発注機関名   

施 工 場 所   

契 約 金 額   

工 期      年    月～     年    月       年    月～     年    月 

従 事 役 職   

工 事 名   

発注機関名   

施 工 場 所   

契 約 金 額   

工 期      年    月～     年    月       年    月～     年    月 

従 事 役 職   

工 事 名   

発注機関名   

施 工 場 所   

契 約 金 額   

工 期      年    月～     年    月       年    月～     年    月 

従 事 役 職   

(注) 配置予定の技術者の工事・業務実績については、公告に定めのある場合及び法令に 

よる資格において実務経験が必要な場合に記載すること。 
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様式第６号 

入 札 参 加 資 格 審 査 結 果 調 書 

 

工事（業務）名  

工事（業務）箇所  

開 札 日   年  月  日 

落 札 候 補 者  

 

【資格要件】 

入札参加資格 適 否（理由：                     ） 

資格者名簿への登載 適 否（理由：                     ） 

経営事項審査 適 否（理由：                     ） 

入札参加停止中でない 適 否（理由：                     ） 

工事成績点数 適 否（理由：                     ） 

資格審査数値や格付 適 否（理由：                     ） 

本店所在地 適 否（理由：                     ） 

施工（業務）実績 適 否（理由：                     ） 

配置予定技術者 適 否（理由：                     ） 

   

   

 

 

【確認結果等】 

    上記のとおり落札候補者が 適格 ・ 不適格 であることを確認しました。 

   年  月  日 

 

確認者 職・氏名                  

 

 

 

 

 

注１ 審査項目は、適・否のいずれかに○印を付し、否の場合はその理由を記載すること。 

  ２ 必要のない審査項目は抹消し、必要に応じ適宜審査項目を追加する。 
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様式第７号 

第       号 

      年  月  日 

 

入札参加資格不適格通知書 

 

 

            様 

 

 

狭山市長            

     

 

 貴社が先に入札した下記工事（業務）について、貴社の入札参加資格を審査した結果、下

記の理由により入札参加資格を満たさないと認めましたので通知します。 

 

記 

 
 

公 告 日      年  月  日 

開 札 日      年  月  日 

工事（業務）名  

工事（業務）箇所  

入 札 参 加 資 格 

を 満 た さ な い 

と 認 め た 理 由 

 

 

 

《苦情の申立について》 

    入札参加資格を満たさないと認めた理由に不服がある場合は、当該理由について説  

 明を求めることができますので、本通知の日の翌日から起算して５日（休日を含まな 

 い。）以内に苦情申立書を○○担当に提出してください。 
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様式第８号 

 

苦 情 申 出 書 

 

   年  月  日 

 

  （あて先）狭山市長 

 

 

１ 苦情申出者 
 

 住 所  

電 話 番 号  

商 号 又 は名 称  

代 表 者 氏 名  

建設業許可番号  

 

 

２ 苦情申出の対象となる工事名 
 

 工事（業務）名  

 

 

３ 苦情のある事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ３の主張の根拠となる事項 
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様式第９号 

第      号 

    年  月  日 

 

 ○○市○○町○－○－○ 

  ○○○○○会社 

     代表者○○○○ 様 

 

 

狭山市長           

 

 

回 答 書 

 

 

     年  月  日付けで苦情申出があった件について、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

１ 苦情申出の対象とされた工事名 
 

 工事（業務）名  

 

 

２ 苦情のあった事項 

 

 

 

 

３ ２の主張の根拠とされた事項 

 

 

 

 

４ 回答内容 
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様式第１０号 

資 本 関 係 ・ 人 的 関 係 調 書 

 

提出日     年  月  日 
 

（あて先）狭山市長  

 

所 在 地 

商号又は名称 

代 表 者                  

 

提出日現在における、当社と他の資格者（狭山市建設工事請負等競争入札参加資格者名簿に登載さ

れている者）との間における資本関係・人的関係は次のとおり相違ありません。 

 

１ 資本関係又は人的関係    あり  ・  なし   （どちらかに○印） 

 

２ 資本関係に関する事項 

⑴ 会社法第２条第４号の規定による親会社 

商号又は名称： 

⑵ 会社法第２条第３号の規定による子会社 

商号又は名称：① 

       ② 

       ③ 

⑶ ⑴に記載した親会社の他の子会社（自社を除く。） 

商号又は名称：① 

       ② 

       ③ 

 

３ 人的関係に関する事項 

取締役の兼任の状況 

当  社  の  取  締  役  等 兼任先及び兼任先での役職  

役  職 氏    名 商 号 又 は 名 称 役  職 

    

    

    

    

 

（注）１ 「１ 資本関係又は人的関係」で「なし」に○印を記入した場合は、２及び３の欄の記入は不

要です。 

（注）２ 資本等で関係がある他の資格者を記載する場合は、狭山市建設工事請負等競争入札参加資

格者名簿に登載されている者のみを記入してください。 

（注）３ 特定建設工事共同企業体を結成している場合、この様式は各構成員ごとに作成し、商号又は名

称の後に括弧書きにて特定建設工事共同企業体名を併せて記載してください。 

（注）４ 記入欄が不足する場合は、適宜記入欄を追加又は別紙（任意）を添付してください。 
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様式第１１号 (入札公告日時点で全ての社会保険等に加入している場合) 

 

 

社会保険等の加入に関する誓約書 
 

 

当社は下記工事の公告日において健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の

すべてに適法に加入していることを誓約します。 

 

記 

１ 工 事 名                          

２  公告年月日       年  月  日            
 

 

（あて先）狭山市長 
 

    年  月  日 

 
 

 

住    所    
商号又は名称   

代  表  者   

 

 

 

 

 

 

 

 

※本誓約書において社会保険等とは健康保険法（大正11年法律第70号）に基づく健康保険、厚生年

金保険法（昭和29年法律第115号）に基づく厚生年金保険及び雇用保険法（昭和49年法律第116

号）に基づく雇用保険の3保険をいいます。 
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様式第１２号 (入札公告日時点で社会保険等の全部又は一部が適用除外の場合) 

 

社会保険等の適用除外に関する誓約書 
 

当社は下記工事の公告日において健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の

全部又は一部が下記のとおり法令で適用除外になっていることを誓約します

。 

 

 

記 

１ 工 事 名                          

２  公告年月日       年  月  日            

３ 社会保険等の適用除外状況 

保険名 加入・適用除外 下記保険の適用除外理由 

健康保険   

厚生年金保険   

雇用保険   

 

 

（あて先）狭山市長 
 

    年  月  日 

 

 

住    所    
商号又は名称   

代  表  者   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

※本誓約書において社会保険等とは健康保険法（大正11年法律第70号）に基づく健康保険、厚生

年金保険法（昭和29年法律第115号）に基づく厚生年金保険及び雇用保険法（昭和49年法律第

116号）に基づく雇用保険の3保険をいいます。 

※誓約書提出者が各保険に「法令で適用除外」に該当するかどうかを確認するときは、健康保険

及び厚生年金保険については日本年金機構(年金事務所)に、雇用保険については厚生労働省(公

共職業安定所)にお問合せください。 
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                     一般競争入札（事後審査型）事務処理体系図 
 
                                        標準日程           見積期間 
 

 公 告  

 

 設 計 図 等 の 閲 覧 ・ 貸 与 ・ 配 布 開 始   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
５ 
以 

 
 
 
 
 
 
 
 
～１５日 
上 

   

     (単体･経常ＪＶ）(特定ＪＶ） 

  ＪＶ結成  

 

  設計図書等に関する質問の受付開始  

 競争参加資格確認申請書受付開始   
  

２ 
 
～５日 

  設計図書等に関する質問の受付終了  

 

  設 計 図 書 等 に 関 す る 回 答  

 

  設計図書等の閲覧・貸与・配布終了  競争参加資格確認申請書受付終了   
 

 入 札 保 証 金 の 納 付 期 限  

 

 入 札 書 受 付 開 始   
 ２ ～３日  

 入 札 書 受 付 終 了   
 

 開 札 ・ 落 札 保 留  

 

 資 格 審 査 書 類 の 提 出 依 頼   
 ２ 日 

 
日 

 

 資 格 審 査 書 類 の 提 出 期 限  

 ３  

 入 札 参 加 資 格 の 審 査   
 

 落 札 決 定  

落 札 者 決 定 通 知 の 送 付 

入 札 参 加 資 格 不 適 格 の 決 定 通 知 送 付  
 ５ 日 

 
日 

 

 苦 情 の 申 出 の 期 限  

 ５  

 苦 情 の 申 出 に 対 す る 回 答   
 

 入 札 保 証 金 の 還 付  

 

 契 約 保 証 金 の 納 付  

 

 ( 仮 ) 契 約 締 結  

                                              
(注) １  標準日数は、休日を含まない。 

２ 「設計図書等の貸与・閲覧」から「設計図書等に対する質問の受付終了」までの期間は 

         設計図書等の多寡を勘案し、必要十分な期間を確保するものとする。 


